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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
各
漁

業
協
同
組
合
の
第
五
種
共
同
漁
業
権
遊
漁
規
則
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
漁
業
権
の
免
許
番
号

漁
業
権
者
の
名
称

漁
業
権
者
の
住
所

漁
業
権
の
免
許

番
号

峡
北
漁
業
協
同
組
合

韮
崎
市
円
野
町
下
円
井
上
河
原
三
十
六
番
地
の
二

内
共
第
一
号

山
梨
中
央
漁
業
協
同
組

甲
府
市
下
飯
田
二
丁
目
八
番
三
十
四
号

内
共
第
二
号

合峡
東
漁
業
協
同
組
合

山
梨
市
正
徳
寺
千
九
百
二
十
番
地

内
共
第
三
号

富
士
川
漁
業
協
同
組
合

西
八
代
郡
下
部
町
波
高
島
下
河
原
百
六
十
番
地

内
共
第
四
号

早
川
漁
業
協
同
組
合

南
巨
摩
郡
早
川
町
高
住
七
百
五
十
八
番
地

内
共
第
五
号

丹
波
川
漁
業
協
同
組
合

北
都
留
郡
丹
波
山
村
八
百
九
十
番
地

内
共
第
六
号

小
菅
村
漁
業
協
同
組
合

北
都
留
郡
小
菅
村
六
千
四
百
三
十
一
番
地

内
共
第
七
号

桂
川
漁
業
協
同
組
合

北
都
留
郡
上
野
原
町
上
野
原
二
千
五
百
八
十
番
地

内
共
第
八
号

都
留
漁
業
協
同
組
合

南
都
留
郡
西
桂
町
下
暮
地
七
百
八
十
八
番
地

内
共
第
九
号

秋
山
漁
業
協
同
組
合

南
都
留
郡
秋
山
村
七
千
六
十
二
番
地

内
共
第
十
号

忍
草
漁
業
協
同
組
合

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
三
百
七
十
一
番
地

内
共
第
十
一
号

道
志
村
漁
業
協
同
組
合

南
都
留
郡
道
志
村
六
千
百
八
十
一
番
地

内
共
第
十
二
号

山
中
湖
漁
業
協
同
組
合

南
都
留
郡
山
中
湖
村
山
中
百
三
十
六
番
地

内
共
第
十
三
号

河
口
湖
漁
業
協
同
組
合

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
河
口
二
千
九
百
八
十
五
番
内
共
第
十
四
号

地

西
湖
漁
業
協
同
組
合

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
西
湖
二
百
九
十
五
番
地

内
共
第
十
五
号

精
進
湖
漁
業
協
同
組
合

西
八
代
郡
上
九
一
色
村
精
進
五
百
十
四
番
地

内
共
第
十
六
号

本
栖
湖
漁
業
協
同
組
合

西
八
代
郡
上
九
一
色
村
本
栖
三
百
二
十
番
地

内
共
第
十
七
号

道
志
村
漁
業
協
同
組
合

南
都
留
郡
道
志
村
六
千
百
八
十
一
番
地

内
共
第
十
八
号

相
模
川
漁
業
協
同
組
合

神
奈
川
県
厚
木
市
三
田
千
九
百
二
十
八
番
地

連
合
会

二
　
遊
漁
に
つ
い
て
の
制
限
の
範
囲

１
　
遊
漁
の
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
次
表
の
も
の
で
し
か
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

漁
業
権
者

魚
種

漁
具
又
は
漁
法

区
域

期
間

の
名
称

山
梨
県
公
報
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四
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八
号
　
　
平
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定
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消
費
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別
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一
六
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（
郵
送
料
を
含
む
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三
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三
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十
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峡
北
漁
業

あ
ゆ

さ
お
釣
り
の
う

全
域

漁
業
権
者
が
公
示
す
る
解

協
同
組
合

ち
友
釣
り

禁
日
（
以
下
「
解
禁
日
」

と
い
う
。）
か
ら
十
一
月

三
十
日
ま
で

い
わ
な
、
に
じ

さ
お
釣
り
及
び

全
域
（
塩
川
ダ
解
禁
日
か
ら
九
月
三
十
日

ま
す
及
び
や
ま

置
針

ム
貯
水
池
を
除
ま
で

め

く
。）

う
な
ぎ
、
お
い

全
域

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三

か
わ
及
び
こ
い

十
一
日
ま
で
（
以
下
「
通

年
」
と
い
う
。）

う
ぐ
い

四
月
及
び
五
月
を
除
く
通

年

う
な
ぎ
、
あ
ゆ

さ
お
釣
り
の
う

九
月
十
五
日
か
ら
十
一
月

、
お
い
か
わ
、

ち
さ
く
り
及
び

三
十
日
ま
で

う
ぐ
い
及
び
こ

こ
ろ
が
し

いい
わ
な
及
び
や

九
月
十
五
日
か
ら
九
月
三

ま
め

十
日
ま
で

山
梨
中
央

あ
ゆ

さ
お
釣
り
の
う

全
域

解
禁
日
の
午
前
四
時
か
ら

漁
業
協
同

ち
友
釣
り

十
一
月
三
十
日
ま
で

組
合

さ
お
釣
り
の
う

釜
無
川

九
月
一
日
か
ら
十
一
月
三

ち
さ
く
り
及
び

十
日
ま
で

こ
ろ
が
し

い
わ
な
及
び
や

さ
お
釣
り

全
域

三
月
一
日
か
ら
九
月
三
十

ま
め

日
ま
で

に
じ
ま
す

通
年

う
ぐ
い

四
月
を
除
く
通
年

う
な
ぎ
、
お
い

さ
お
釣
り
及
び

通
年

か
わ
、
こ
い
及

置
針

び
ふ
な

峡
東
漁
業

あ
ゆ

友
釣
り

全
域

解
禁
日
の
夜
明
け
か
ら
十

協
同
組
合

一
月
三
十
日
ま
で

さ
お
釣
り
の
う

桑
戸
橋
か
ら
上
九
月
一
日
の
夜
明
け
か
ら

ち
さ
く
り
及
び

流

十
一
月
三
十
日
ま
で

こ
ろ
が
し

桑
戸
橋
か
ら
下
九
月
十
五
日
の
夜
明
け
か

流

ら
十
一
月
三
十
日
ま
で

い
わ
な
、
に
じ

さ
お
釣
り

全
域

三
月
一
日
の
夜
明
け
か
ら

ま
す
及
び
や
ま

九
月
三
十
日
ま
で

めう
ぐ
い

四
月
を
除
く
通
年

お
い
か
わ
及
び

通
年

こ
い

う
な
ぎ

さ
お
釣
り
及
び

置
針

富
士
川
漁

あ
ゆ

さ
お
釣
り
の
う

全
域

解
禁
日
か
ら
十
一
月
三
十

業
協
同
組

ち
友
釣
り

日
ま
で

合

さ
お
釣
り
の
う

九
月
一
日
か
ら
十
一
月
三

ち
さ
く
り
及
び

十
日
ま
で

こ
ろ
が
し

う
ぐ
い

さ
お
釣
り

四
月
を
除
く
通
年

い
わ
な
及
び
や

解
禁
日
か
ら
九
月
三
十
日

ま
め

ま
で

に
じ
ま
す

通
年

う
な
ぎ
、
お
い

さ
お
釣
り
及
び

か
わ
及
び
こ
い

置
針

早
川
漁
業

あ
ゆ

さ
お
釣
り
の
う

全
域

解
禁
日
か
ら
九
月
三
十
日

協
同
組
合

ち
友
釣
り

ま
で

い
わ
な
、
に
じ

さ
お
釣
り

三
月
十
五
日
か
ら
九
月
三

山
梨
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公
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五
四



ま
す
、
や
ま
め

十
日
ま
で

及
び
こ
い

う
ぐ
い

四
月
を
除
く
三
月
十
五
日

か
ら
九
月
三
十
日
ま
で

に
じ
ま
す

弁
天
橋
上
流
千
二
月
十
五
日
か
ら
三
月
十

二
百
メ
ー
ト
ル
四
日
ま
で

か
ら
下
流
五
百

メ
ー
ト
ル
ま
で

の
間
の
早
川
本

流

丹
波
川
漁

あ
ゆ

さ
お
釣
り
の
う

全
域

解
禁
日
か
ら
九
月
三
十
日

業
協
同
組

ち
友
釣
り

ま
で

合

い
わ
な
、
に
じ

さ
お
釣
り

ま
す
及
び
や
ま

めう
ぐ
い
　
　
　

四
月
を
除
く
解
禁
日
か
ら

九
月
三
十
日
ま
で

小
菅
村
漁

い
わ
な
、
に
じ

さ
お
釣
り

全
域

解
禁
日
か
ら
九
月
三
十
日

業
協
同
組

ま
す
及
び
や
ま

ま
で

合

めう
ぐ
い

四
月
を
除
く
通
年

に
じ
ま
す

田
元
橋
か
ら
腰
通
年

越
橋
ま
で
の
小

菅
川
本
流

桂
川
漁
業

あ
ゆ

さ
お
釣
り
の
う

ホ
リ
ジ
ロ
（
松
解
禁
日
の
午
前
四
時
か
ら

協
同
組
合

ち
友
釣
り

留
）
堰
堤
上
流
十
一
月
三
十
日
ま
で

二
百
七
十
メ
ー

自
由
釣
り

ト
ル
の
地
点
か
九
月
一
日
か
ら
十
一
月
三

ら
上
流
の
桂
川
十
日
ま
で

本
支
流
及
び
巖

島
橋
か
ら
上
流

の
鶴
川

ホ
リ
ジ
ロ
（
松
解
禁
日
の
午
前
四
時
か
ら

留
）
堰
堤
下
流
十
一
月
三
十
日
ま
で

二
百
七
十
メ
ー

ト
ル
の
地
点
か

ら
下
流
の
桂
川

及
び
巖
島
橋
下

流
の
鶴
川

い
わ
な
、
に
じ

さ
お
釣
り

全
域

解
禁
日
の
午
前
五
時
か
ら

ま
す
及
び
や
ま

九
月
三
十
日
ま
で

めう
ぐ
い

さ
お
釣
り
の
う

四
月
を
除
く
通
年

ち
餌
釣
り

さ
お
釣
り
の
う

九
月
一
日
か
ら
十
二
月
三

ち
毛
針
釣
り

十
一
日
ま
で

お
い
か
わ

さ
お
釣
り
の
う

通
年

ち
餌
釣
り

さ
お
釣
り
の
う

九
月
一
日
か
ら
十
二
月
三

ち
毛
針
釣
り

十
一
日
ま
で

こ
い
、
ふ
な
及

さ
お
釣
り
の
う

通
年

び
わ
か
さ
ぎ

ち
餌
釣
り

う
な
ぎ

さ
お
釣
り
及
び

置
針

都
留
漁
業

あ
ゆ

さ
お
釣
り
の
う

全
域

解
禁
日
の
午
前
四
時
か
ら

協
同
組
合

ち
友
釣
り

十
一
月
三
十
日
ま
で

さ
お
釣
り
の
う

川
茂
堰
堤
か
ら

ち
さ
く
り
及
び

下
流

こ
ろ
が
し

川
茂
堰
堤
か
ら
九
月
一
日
か
ら
九
月
三
十

上
流

日
ま
で

さ
お
釣
り
の
う

全
域

ち
毛
針
釣
り
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梨
県
公
報
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四
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い
わ
な
、
に
じ

さ
お
釣
り

全
域
（
に
じ
ま
解
禁
日
の
午
前
五
時
か
ら

ま
す
及
び
や
ま

す
は
川
茂
堰
堤
九
月
三
十
日
ま
で

め

か
ら
下
流
を
除

く
。）

に
じ
ま
す

川
茂
堰
堤
か
ら
通
年

下
流

う
ぐ
い

川
茂
堰
堤
か
ら
四
月
及
び
五
月
を
除
く
解

上
流

禁
日
の
午
前
五
時
か
ら
九

月
三
十
日
ま
で

川
茂
堰
堤
か
ら
四
月
及
び
五
月
を
除
く
通

下
流

年

秋
山
漁
業

あ
ゆ

さ
お
釣
り
の
う

全
域

解
禁
日
の
午
前
四
時
か
ら

協
同
組
合

ち
友
釣
り

八
月
二
十
五
日
ま
で

さ
お
釣
り
の
う

八
月
二
十
六
日
の
午
前
四

ち
さ
く
り
及
び

時
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で

こ
ろ
が
し

秋
山
マ
ス
釣
場
解
禁
日
の
午
前
四
時
か
ら

か
ら
上
流

九
月
三
十
日
ま
で

い
わ
な
、
に
じ

さ
お
釣
り

全
域

三
月
一
日
の
午
前
四
時
か

ま
す
及
び
や
ま

ら
九
月
三
十
日
ま
で

めう
ぐ
い

四
月
を
除
く
三
月
一
日
の

午
前
四
時
か
ら
九
月
三
十

日
ま
で

忍
草
漁
業

い
わ
な
、
ぶ
ら

さ
お
釣
り

全
域

三
月
十
五
日
か
ら
九
月
三

協
同
組
合

う
ん
ま
す
、
に

十
日
ま
で

じ
ま
す
及
び
や

ま
め

道
志
村
漁

あ
ゆ

さ
お
釣
り
の
う

全
域

解
禁
日
か
ら
十
月
十
五
日

業
協
同
組

ち
友
釣
り

ま
で

合
（
内
共

第
十
二
号

い
わ
な
、
に
じ

さ
お
釣
り

三
月
一
日
か
ら
九
月
三
十

に
係
る
も

ま
す
及
び
や
ま

日
ま
で

の
に
限
る

め

。）

う
な
ぎ

置
針

う
ぐ
い

さ
お
釣
り

四
月
を
除
く
三
月
一
日

か
ら
九
月
三
十
日
ま
で

山
中
湖
漁

わ
か
さ
ぎ
、
ふ

さ
お
釣
り

全
域

通
年

業
協
同
組

な
、
う
な
ぎ
、

合

こ
い
、
う
ぐ
い

、
お
い
か
わ
及

び
お
お
く
ち
ば

す

河
口
湖
漁

わ
か
さ
ぎ

さ
お
釣
り

全
域

一
月
一
日
か
ら
三
月
三
十

業
協
同
組

一
日
ま
で
及
び
十
月
一
日

合

か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま

で

う
な
ぎ
、
に
じ

通
年

ま
す
、
お
い
か

わ
、
こ
い
、
ふ

な
及
び
お
お
く

ち
ば
す

西
湖
漁
業

ひ
め
ま
す
、
や

さ
お
釣
り

全
域

三
月
一
日
か
ら
五
月
三
十

協
同
組
合

ま
め
及
び
わ
か

一
日
ま
で
及
び
九
月
一
日

さ
ぎ

か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま

で

う
な
ぎ
、
お
い

通
年

か
わ
、
う
ぐ
い

、
こ
い
、
ふ
な

及
び
お
お
く
ち

ば
す

精
進
湖
漁

う
な
ぎ
、
わ
か

さ
お
釣
り
及
び

全
域

通
年

業
協
同
組

さ
ぎ
、
お
い
か

置
針

合

わ
、
こ
い
及
び

ふ
な

本
栖
湖
漁

ひ
め
ま
す

さ
お
釣
り

全
域

三
月
二
十
五
日
か
ら
四
月
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業
協
同
組

二
十
五
日
ま
で
及
び
十
月

合

二
十
五
日
か
ら
十
一
月
二

十
五
日
ま
で
の
間
で
漁
協

が
公
示
す
る
期
間

う
な
ぎ
、
わ
か

通
年

さ
ぎ
、
に
じ
ま

す
、
お
い
か
わ

及
び
こ
い

道
志
村
漁

あ
ゆ

さ
お
釣
り
の
う

全
域

解
禁
日
か
ら
十
月
十
四
日

業
協
同
組

ち
友
釣
り

ま
で

合
（
内
共

第
十
八
号

い
わ
な
、
に
じ

さ
お
釣
り

三
月
一
日
か
ら
九
月
三
十

に
係
る
も

ま
す
及
び
や
ま

日
ま
で

の
に
限
る

め

。
）
及
び

相
模
川
漁

う
な
ぎ

置
針

業
協
同
組

合
連
合
会

う
ぐ
い

さ
お
釣
り

四
月
を
除
く
三
月
十
五
日

か
ら
九
月
三
十
日
ま
で

注
　
１
　
こ
の
表
の
区
域
の
欄
に
お
い
て
は
、
禁
漁
区
が
設
定
又
は
知
事
が
同
意
し
た
河
川
の
釣

堀
的
事
業
が
実
施
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
れ
を
除
く
。

２
　
こ
の
表
の
区
域
の
欄
中
「
全
域
」
と
は
、
各
漁
業
協
同
組
合
管
内
の
漁
場
区
域
全
域
の

こ
と
を
い
う
。

３
　
峡
北
漁
業
協
同
組
合
、
山
梨
中
央
漁
業
協
同
組
合
、
峡
東
漁
業
協
同
組
合
、
富
士
川
漁

業
協
同
組
合
及
び
早
川
漁
業
協
同
組
合
の
「
や
ま
め
」
は
標
準
和
名
「
あ
ま
ご
」
の
こ
と

で
あ
る
。
以
下
同
じ
。

１
　
こ
の
表
の
期
間
の
欄
中
、
秋
山
漁
業
協
同
組
合
に
お
い
て
は
夜
間
を
、
忍
草
漁
業
協
同

組
合
及
び
河
口
湖
漁
業
協
同
組
合
に
お
い
て
は
日
没
一
時
間
後
か
ら
日
の
出
一
時
間
前
ま

で
の
間
を
除
く
。

２
　
尾
数
及
び
全
長
の
制
限
等
に
つ
い
て
は
、
次
表
の
と
お
り
と
す
る
。

漁
業
権
者
の

魚
種

制
限
尾
数

制
限
全
長

区
域

名
称

山
梨
中
央
漁

や
ま
め
及
び
い
わ

二
十
尾

十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

全
域

業
協
同
組
合

な

う
な
ぎ

二
十
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

峡
東
漁
業
協

や
ま
め
、
い
わ
な

十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

全
域

同
組
合

及
び
に
じ
ま
す

小
菅
村
漁
業

や
ま
め
、
い
わ
な

五
尾

小
菅
村
橋
立
地

協
同
組
合

、
に
じ
ま
す
及
び

区
上
流
の
第
一

う
ぐ
い

堰
堤
か
ら
上
流

の
小
菅
川

都
留
漁
業
協

や
ま
め
、
い
わ
な

十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

全
域

同
組
合

及
び
に
じ
ま
す

秋
山
漁
業
協

や
ま
め

二
十
尾

十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

全
域

同
組
合

道
志
村
漁
業

や
ま
め

二
十
尾

十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

全
域
（
道
志
川

協
同
組
合
（

フ
ィ
ッ
シ
ン
グ

内
共
第
十
二

セ
ン
タ
ー
を
除

号
に
係
る
も

く
。）

の
に
限
る
。

）河
口
湖
漁
業

お
お
く
ち
ば
す

二
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
全
域

協
同
組
合

こ
い

十
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

ふ
な

十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

お
い
か
わ

十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

に
じ
ま
す

十
五
尾

十
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

本
栖
湖
漁
業

ひ
め
ま
す

三
十
尾

全
域

協
同
組
合

に
じ
ま
す

十
五
尾

道
志
村
漁
業

や
ま
め

二
十
尾

十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

全
域

協
同
組
合
（

内
共
第
十
八

号
に
係
る
も

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
七
十
八
号
　
　
平
成
十
六
年
五
月
二
十
四
日

三
五
七



の
に
限
る
。

）
及
び
相
模

川
漁
業
協
同

組
合
連
合
会

注
　
こ
の
表
に
お
い
て
「
制
限
尾
数
」
と
は
１
人
一
日
当
た
り
採
捕
で
き
る
最
大
の
尾
数
の
こ
と

を
い
い
、「
制
限
全
長
」
と
は
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
最
大
の
大
き
さ
の
こ
と
を
い
う
。

３
　
禁
猟
区
域
及
び
禁
漁
期
間
等
に
つ
い
て
は
、
次
表
の
と
お
り
と
す
る
。

漁
業
権
者

魚
種

禁
漁
区
域

禁
漁
期
間

の
名
称

山
梨
中
央

全
魚

甲
府
市
小
瀬
ス
ポ
ー
ツ
公
園
内
の
蛭
沢
川
、
昇
仙
峡
仙
通
年

漁
業
協
同

種

峨
滝
か
ら
石
門
と
の
間
の
荒
川
及
び
上
芦
沢
橋
か
ら
敷

組
合

島
町
水
道
取
り
入
れ
と
の
間
の
亀
沢
川

小
菅
村
漁

全
魚

小
菅
川
本
流
の
合
流
点
か
ら
上
流
の
宮
川
、
山
沢
川
及
解
禁
日
か
ら
九

業
協
同
組

種

び
玉
川
の
全
域

月
三
十
日
ま
で

合桂
川
漁
業

全
魚

桂
川
ホ
リ
ジ
ロ
（
松
留
）
堰
堤
及
び
葛
野
川
金
竜
寺
下
通
年

協
同
組
合

種

堰
堤
の
各
々
上
下
二
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
桂
川
の
区
域

桂
川
駒
橋
発
電
所
取
水
堰
堤
の
上
下
二
百
七
十
メ
ー
ト
十
一
月
一
日
か

ル
の
桂
川
の
区
域

ら
七
月
三
十
一

日
ま
で

道
志
村
漁

全
魚

道
志
川
本
流
の
合
流
点
か
ら
上
流
の
椿
沢
、
室
久
保
川
通
年

業
協
同
組

種

、
道
坂
川
及
び
御
正
体
沢
（
坂
の
沢
、
桐
久
保
沢
）
の

合

全
域

河
口
湖
漁

全
魚

レ
ー
ク
ラ
ン
ド
前
ワ
ン
ド
（
富
士
河
口
湖
町
宝
司
塚
一
四
月
一
日
か
ら

業
協
同
組

種

、
〇
八
〇
番
地
の
一
か
ら
同
町
京
塚
九
四
二
番
地
を
結
六
月
三
十
日
ま

合

ぶ
線
の
岸
側
）
と
久
保
井
ワ
ン
ド
（
同
町
久
保
井
坂
下
で

二
、
六
二
一
番
地
の
二
か
ら
同
町
久
保
井
坂
下
二
、
六

七
一
番
地
の
一
を
結
ぶ
線
の
岸
側
）
で
標
柱
で
指
示
し

た
区
域

西
湖
漁
業

わ
か

駒
形
浜
か
ら
長
崎
の
突
端
ま
で
の
間
、
小
路
原
中
央
部
三
月
一
日
か
ら

協
同
組
合

さ
ぎ

か
ら
中
の
鼻
突
端
ま
で
の
間
及
び
喉
首
突
端
か
ら
西
湖
五
月
三
十
日
ま

キ
ャ
ン
プ
場
中
央
ま
で
の
間

で

全
魚

駒
形
の
漁
協
人
工
河
川
左
右
二
十
五
メ
ー
ト
ル
、
沖
合
九
月
一
日
か
ら

種

三
十
メ
ー
ト
ル

十
二
月
三
十
一

日
ま
で

４
　
漁
法
の
制
限
等
に
つ
い
て
は
、
次
表
の
と
お
り
と
す
る
。

漁
業
権
者

制
限
の
種

魚
種

区
域

期
間

制
限
の
内
容

の
名
称

類

小
菅
村
漁

再
放
流
す

や
ま
め

小
菅
村
セ
ト

解
禁
日
上
記
の
と
お
り
禁
漁
と
す
る
。

業
協
同
組

る
場
合
以

、
い
わ

二
千
百
二
十

か
ら
九
た
だ
し
、
釣
っ
た
魚
を
直
ち
に

合

外
の
禁
漁

な
、
に

番
地
の
四
の

月
三
十
再
放
流
（
リ
リ
ー
ス
）
す
る
場

じ
ま
す

標
柱
か
ら
金

日
ま
で
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

及
び
う

風
呂
橋
と
の

ぐ
い

間
の
小
菅
川

山
中
湖
漁

お
お
く
ち

お
お
く

全
域

通
年

お
お
く
ち
ば
す
を
生
か
し
た
ま

業
協
同
組

ば
す
の
持

ち
ば
す

ま
山
中
湖
か
ら
持
ち
出
し
て
は

合

ち
出
し
禁

な
ら
な
い
。

止そ
の
他
の

全
魚
種

水
産
動
植
物
の
保
護
又
は
危
険

制
限

防
止
の
た
め
組
合
が
指
示
す
る

事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

河
口
湖
漁

漁
法
の
制

全
魚
種

浅
川
・
河
口

十
一
月
フ
ラ
イ
釣
り
以
外
の
漁
法
を
し

業
協
同
組

限

・
大
石
・
長

二
十
日
て
は
な
ら
な
い
。

合

浜
の
各
ワ
ン

か
ら
三

ド
の
標
柱
で

月
二
十

示
し
た
区
域

日
ま
で

の
五
十
メ
ー

ト
ル
沖
ま
で

全
域

通
年

さ
お
は
二
本
以
内
と
す
る
。

胴
付
仕
掛
け
（
魚
種
が
わ
か
さ

ぎ
の
場
合
を
除
く
。）、
撒
き

餌
（
魚
種
が
こ
い
及
び
ふ
な
の

場
合
を
除
く
。）
及
び
ト
ロ
ー

リ
ン
グ
を
使
用
し
て
は
な
ら
な

い
。
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お
お
く
ち

お
お
く

お
お
く
ち
ば
す
を
生
か
し
た
ま

バ
ス
の
持

ち
ば
す

ま
河
口
湖
か
ら
持
ち
出
し
て
は

ち
出
し
禁

な
ら
な
い
。

止

西
湖
漁
業

お
お
く
ち

お
お
く

全
域

通
年

お
お
く
ち
ば
す
を
生
か
し
た
ま

協
同
組
合

バ
ス
の
持

ち
ば
す

ま
西
湖
か
ら
持
ち
出
し
て
は
な

ち
出
し
禁

ら
な
い
。

止

精
進
湖
漁

そ
の
他
の

全
魚
種

全
域

通
年

水
産
動
植
物
の
保
護
又
は
危
険

業
協
同
組

制
限

防
止
の
た
め
組
合
が
指
示
す
る

合

事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

本
栖
湖
漁

漁
法
の
制

全
魚
種

全
域

五
月
一
ル
ア
ー
、
フ
ラ
イ
釣
り
以
外
の

業
協
同
組

限

日
か
ら
漁
法
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

合

六
月
三

十
日
ま

で

三
　
遊
漁
料
の
額
及
び
そ
の
納
付
の
方
法

１
　
各
漁
業
権
者
の
漁
場
区
域
内
に
お
い
て
遊
漁
を
す
る
場
合
は
、
次
表
の
と
お
り
遊
漁
料
を
納
付

す
る
も
の
と
す
る
。

漁
業
権
者

遊
漁
承
認
証

遊
漁

遊
漁
料

の
名
称

に
係
る
魚
種

承
認

の
区
分

期
間

前
売
り

現
場
売
り

摘
要

峡
北
漁
業

あ
ゆ

一
日

千
八
百
円

二
千
四
百
円
中
学
生
は
上
記
の
額
の
二
分

協
同
組
合

の
一
の
額

一
年

七
千
円

肢
体
不
自
由
者
及
び
七
十
五

歳
以
上
の
者
が
一
年
間
遊
漁

あ
ゆ
以
外
の

一
日

八
百
円

千
二
百
円

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
上

魚
種

記
の
額
の
二
分
の
一
の
額

一
年

四
千
円

山
梨
中
央

あ
ゆ

一
日

千
八
百
円

二
千
四
百
円
中
学
生
及
び
三
級
以
上
の
肢

漁
業
協
同

体
不
自
由
者
は
無
料

組
合

一
年

七
千
円

七
十
歳
以
上
の
者
は
一
年
当

た
り
三
千
円

あ
ゆ
以
外
の

一
日

八
百
円

千
二
百
円

陣
馬
橋
市
民
い
こ
い
の
釣
場

魚
種

に
お
い
て
は
七
十
歳
以
上
の

一
年

四
千
円

者
は
無
料

全
魚
種

一
年

一
万
円

峡
東
漁
業

あ
ゆ

一
日

千
八
百
円

二
千
四
百
円
中
学
生
は
上
記
の
額
の
二
分

協
同
組
合

の
一
の
額

あ
ゆ
以
外
の

一
日

八
百
円

千
二
百
円

魚
種

一
年

四
千
円

全
魚
種

一
年

八
千
円

富
士
川
漁

全
魚
種

一
日

千
八
百
円

二
千
四
百
円
中
学
生
は
無
料

業
協
同
組

肢
体
不
自
由
者
は
上
記
の
額

合

一
年

八
千
円

の
二
分
の
一
の
額

あ
ゆ
以
外
の

一
日

八
百
円

千
二
百
円

魚
種

一
年

四
千
円

早
川
漁
業

あ
ゆ

一
日

千
八
百
円

二
千
四
百
円
中
学
生
、
肢
体
不
自
由
者
は

協
同
組
合

無
料

一
年

七
千
円

女
性
は
上
記
の
額
の
二
分
の

一
の
額

あ
ゆ
以
外
の

一
日

千
円

二
千
円

魚
種

一
年

四
千
円

全
魚
種

一
年

八
千
円

丹
波
川
漁

あ
ゆ

一
日

千
八
百
円

二
千
四
百
円
中
学
生
及
び
女
性
は
上
記
の

業
協
同
組

額
の
二
分
の
一
の
額

合

一
年

七
千
円

五
級
以
上
の
肢
体
不
自
由
者

は
無
料

あ
ゆ
以
外
の

一
日

八
百
円

千
二
百
円

魚
種

一
年

四
千
円

小
菅
村
漁

全
魚
種

一
日

八
百
円

千
二
百
円

中
学
生
、
肢
体
不
自
由
者
及
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業
協
同
組

び
女
性
は
上
記
の
額
の
二
分

合

一
年

四
千
円

の
一
の
額

桂
川
漁
業

あ
ゆ

一
日

千
八
百
円

二
千
四
百
円
中
学
生
は
無
料

協
同
組
合

一
年

七
千
三
百
五
十
円

あ
ゆ
以
外
の

一
日

八
百
円

千
二
百
円

魚
種

一
年

四
千
二
百
円

都
留
漁
業

あ
ゆ

一
日

千
八
百
円

二
千
四
百
円
全
魚
種
の
場
合
に
あ
っ
て
は

協
同
組
合

、
肢
体
不
自
由
者
及
び
女
性

あ
ゆ
以
外
の

一
日

千
二
百
円

千
五
百
円

は
四
千
円
、
中
学
生
は
二
千

魚
種

五
百
円
、
高
校
生
は
三
千
五

百
円

全
魚
種

一
年

八
千
円

秋
山
漁
業

あ
ゆ

一
日

千
八
百
円

二
千
四
百
円
中
学
生
、
肢
体
不
自
由
者
及

協
同
組
合

び
女
性
は
上
記
の
額
の
二
分

一
年

七
千
円

の
一
の
額

あ
ゆ
以
外
の

一
日

千
円

千
五
百
円

魚
種

一
年

四
千
円

全
魚
種

一
年

八
千
円

忍
草
漁
業

全
魚
種

一
日

八
百
円

千
二
百
円

中
学
生
、
肢
体
不
自
由
者
、

協
同
組
合

女
性
及
び
七
十
歳
以
上
の
者

一
年

四
千
円

は
上
記
の
額
の
二
分
の
一
の

額

道
志
村
漁

あ
ゆ

一
日

千
八
百
円

二
千
四
百
円
中
学
生
及
び
肢
体
不
自
由
者

業
協
同
組

は
上
記
の
額
の
二
分
の
一
の

合
（
内
共

一
年

七
千
円

額

第
十
二
号

に
係
る
も

あ
ゆ
以
外
の

一
日

千
円

二
千
円

の
に
限
る

魚
種

。）

一
年

五
千
円

山
中
湖
漁

全
魚
種

一
日

千
円

五
百
二
十
円
中
学
生
、
肢
体
不
自
由
者
、

業
協
同
組

女
性
及
び
七
十
歳
以
上
の
者

合

一
年

七
千
三
百
円

は
上
記
の
額
の
二
分
の
一
の

額

河
口
湖
漁

全
魚
種

一
日

千
五
十
円

千
五
百
七
十
中
学
生
及
び
肢
体
不
自
由
者

業
協
同
組

五
円

は
上
記
の
額
の
二
分
の
一
の

合

額

一
年

一
万
二
千
六
百
円

西
湖
漁
業

ひ
め
ま
す
、

一
日

千
五
百
円

二
千
円

中
学
生
及
び
女
性
は
上
記
の

協
同
組
合

わ
か
さ
ぎ
及

額
の
二
分
の
一
の
額

び
や
ま
め

肢
体
不
自
由
者
は
無
料

ひ
め
ま
す
、

一
日

六
百
円

千
円

わ
か
さ
ぎ
及

び
や
ま
め
以

一
年

五
千
円

外
の
魚
種

精
進
湖
漁

全
魚
種

一
日

六
百
円

中
学
生
は
無
料

業
協
同
組

女
性
は
上
記
の
額
の
二
分
の

合

一
年

五
千
円

一
の
額

組
合
指
定
の
放
流
事
業
協
賛

者
は
一
日
当
た
り
五
百
円

本
栖
湖
漁

ひ
め
ま
す

一
日

三
千
百
五
十
円

中
学
生
及
び
肢
体
不
自
由
者

業
協
同
組

は
上
記
の
額
の
二
分
の
一
の

合

ひ
め
ま
す
以

一
日

八
百
円

千
円

額

外
の
魚
種

一
年

八
千
四
百
円

道
志
村
漁

あ
ゆ

一
日

千
八
百
円

二
千
四
百
円
中
学
生
及
び
肢
体
不
自
由
者

業
協
同
組

は
上
記
の
額
の
二
分
の
一
の

合
（
内
共

一
年

七
千
円

額

第
十
八
号

に
係
る
も

あ
ゆ
以
外
の

一
日

千
円

二
千
円

の
に
限
る

魚
種

。
）
及
び

一
年

五
千
円

相
模
川
漁

業
協
同
組

合
連
合
会

注
　
１
　
三
３
に
掲
げ
る
河
川
の
釣
り
堀
的
事
業
（
河
川
を
釣
り
堀
と
し
て
遊
漁
の
用
に
供
す
る
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事
業
で
、
知
事
の
同
意
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。）
実
施
区
域
に
お
い
て
は
、
こ
の
表
を

適
用
し
な
い
。

２
　
こ
の
表
に
お
い
て
「
前
売
り
」
と
は
、
組
合
事
務
所
又
は
組
合
の
指
定
す
る
場
所
に
お

い
て
納
付
す
る
と
き
の
遊
漁
料
を
い
い
、「
現
場
売
り
」
と
は
、
遊
漁
す
る
場
所
に
お
い

て
漁
場
監
視
員
に
納
付
す
る
と
き
の
遊
漁
料
を
い
う
。

３
　
す
べ
て
の
漁
業
権
者
の
漁
場
区
域
に
お
い
て
、
小
学
生
以
下
は
無
料
と
す
る
。

２
　
各
漁
業
権
者
に
係
る
す
べ
て
の
漁
場
区
域
内
に
お
い
て
遊
漁
を
す
る
場
合
は
、
次
表
の
と
お
り

遊
漁
料
を
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

漁
場
区
域

県
下
共
通
遊
漁
承
認
証
に
係
る
魚
種
の

遊
漁
承

漁
具
又
は
遊
漁
料

区
分

認
期
間

漁
法

各
漁
業
権
者

あ
ゆ

一
年

さ
お
釣
り
二
万
八
千
円

に
係
る
す
べ

て
の
魚
場
区

あ
ゆ
、
ひ
め
ま
す
並
び
に
西
湖
の
わ
か

一
年

さ
お
釣
り
二
万
千
円

域

さ
ぎ
及
び
や
ま
め
以
外
の
魚
種

注
　
１
　
三
３
に
掲
げ
る
河
川
の
釣
り
堀
的
事
業
実
施
区
域
で
は
、
こ
の
表
を
適
用
し
な
い
。

２
　
遊
漁
者
は
、
山
梨
県
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
又
は
同
連
合
会
の
指
定
す
る
場
所
に
お
い

て
当
該
遊
漁
料
を
あ
ら
か
じ
め
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
遊
漁
者
は
、
二
の
遊
漁
の
制
限
の
範
囲
内
で
遊
漁
を
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
河
川
の
釣
り
堀
的
事
業
実
施
区
域
に
お
い
て
遊
漁
を
す
る
場
合
は
、
次
表
の
方
法
等
で
し
か
行

っ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
遊
漁
を
す
る
場
合
は
、
次
表
の
と
お
り
特
別
遊
漁
料
を
納
付
す
る
も

の
と
す
る
。

名
称

所
在
地

期
間

魚
種
又
は
特
別
遊
漁
料

漁
法
等

小
菅
村

北
都
留
郡
小
菅
村
字
池
之
尻
川

一
日

い
わ
な
及
高
校
生
以
上
は
四
千
円

営
第
一

原
四
千
三
百
八
番
地
先
標
柱
一

び
や
ま
め
中
学
生
以
下
は
二
千
円

釣
場

号
と
同
村
字
池
之
尻
川
原
四
千

三
百
九
番
地
先
標
柱
二
号
を
結

に
じ
ま
す
高
校
生
以
上
は
二
千
五
百
円

ぶ
直
線
か
ら
同
村
字
田
元
四
千

中
学
生
以
下
は
千
三
百
円

五
十
七
番
地
先
標
柱
三
号
と
同

村
字
転
石
四
千
三
百
六
十
九
番

い
わ
な
、
高
校
生
以
上
は
三
千
円

地
先
標
柱
四
号
を
結
ぶ
直
線
ま

や
ま
め
及
中
学
生
以
下
は
千
五
百
円

で
の
区
域

び
に
じ
ま

す
の
擬
似

餌
釣
り

小
菅
村

北
都
留
郡
小
菅
村
字
白
沢
夏
地

一
日

い
わ
な
及
高
校
生
以
上
は
四
千
円

営
第
二

千
八
百
六
十
三
番
の
二
地
先
標

び
や
ま
め
中
学
生
以
下
は
二
千
円

釣
場

柱
一
号
と
同
村
字
エ
ボ
シ
千
九

百
五
十
八
番
地
先
標
柱
二
号
を

に
じ
ま
す
高
校
生
以
上
は
二
千
五
百
円

結
ぶ
直
線
か
ら
同
村
字
ム
ッ
カ

中
学
生
以
下
は
千
三
百
円

千
九
百
七
十
番
地
先
標
柱
三
号

と
同
村
字
発
沢
千
九
百
八
十
二

番
地
先
標
柱
四
号
を
結
ぶ
直
線

ま
で
の
区
域

丹
波
山

北
都
留
郡
丹
波
山
村
字
清
水
千

一
日

や
ま
め
及
三
千
円

村
川
つ

三
百
七
十
八
番
地
先
標
柱
一
号

び
に
じ
ま

り
場

と
同
村
字
奥
秋
河
原
東
千
九
百

す

六
十
三
番
地
先
標
柱
二
号
を
結

ぶ
直
線
か
ら
同
村
字
ち
の
久
保

二
千
八
百
八
十
三
番
の
二
地
先

標
柱
三
号
と
同
村
字
西
船
井
八

百
七
十
三
番
の
二
地
先
標
柱
四

号
を
結
ぶ
直
線
ま
で
の
区
域

上
野
原

北
都
留
郡
上
野
原
町
西
原
字
阿

一
日

い
わ
な
及
四
千
八
百
六
十
円

町
特
設

寺
沢
七
千
八
十
一
番
の
一
地
先

び
や
ま
め

釣
場

標
柱
一
号
と
同
町
西
原
字
平
野

田
九
百
十
五
番
地
先
標
柱
二
号

に
じ
ま
す
三
千
二
十
円

を
結
ぶ
直
線
か
ら
同
町
西
原
字

平
野
田
向
七
千
三
百
七
番
の
一

地
先
標
柱
三
号
と
同
町
西
原
字

平
野
田
八
百
十
二
番
の
一
地
先

標
柱
四
号
を
結
ぶ
直
線
ま
で
の

区
域

川
俣
川

川
俣
川
月
の
木
上
橋
か
ら
五
十

一
日

い
わ
な
及
四
千
二
百
円

渓
流
釣

メ
ー
ト
ル
下
流
の
地
点
か
ら
東

び
や
ま
め

場

沢
と
西
沢
の
合
流
点
ま
で
の
区

域

に
じ
ま
す
三
千
百
五
十
円

鹿
留
川

都
留
市
鹿
留
山
梨
県
有
林
三
十

一
日

い
わ
な
及
四
千
百
円

ふ
る
里

一
林
班
は
十
四
小
班
地
先
標
柱

び
や
ま
め

釣
場

一
号
と
同
市
鹿
留
財
産
区
所
有

地
三
千
八
百
五
十
四
番
地
先
標

に
じ
ま
す
三
千
二
百
円
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柱
二
号
を
結
ぶ
直
線
か
ら
同
市

鹿
留
千
五
百
三
十
一
番
地
先
標

い
わ
な
及
中
学
生
以
上
は
四
千
百
円

柱
三
号
と
同
市
鹿
留
千
六
百
三

び
や
ま
め
小
学
生
以
下
は
三
千
二
百
円

十
七
番
地
先
標
柱
四
号
を
結
ぶ

の
ル
ア
ー

直
線
ま
で
の
区
域

、
フ
ラ
イ

釣
り

道
志
川

南
都
留
郡
道
志
村
九
千
二
百
四

一
日

や
ま
め

三
千
円

渓
流
フ

十
六
番
地
先
標
柱
一
号
と
南
都

ィ
ッ
シ

留
郡
道
志
村
八
千
九
百
四
十
六

に
じ
ま
す
二
千
八
百
円

ン
グ
セ

番
地
先
標
柱
二
号
の
間
の
直
線

ン
タ
ー

で
七
百
メ
ー
ト
ル
の
区
域

フ
ラ
イ
専
男
性
は
三
千
円

用
区
の
や
女
性
は
二
千
円

ま
め
及
び

に
じ
ま
す

早
川
町

保
集
落
か
ん
が
い
用
水
頭
首
工

半
日

や
ま
め
及
中
学
生
以
上
は
二
千
五
百
円

営
保
川

え
ん
堰
堤
か
ら
五
百
メ
ー
ト
ル

び
に
じ
ま
小
学
生
以
下
は
千
五
百
円

渓
流
釣

下
流
の
地
点
ま
で
の
区
域

す

堀
場

大
蔵
沢

大
蔵
沢
橋
か
ら
百
メ
ー
ト
ル
下

半
日

や
ま
め

中
学
生
以
上
は
二
千
八
百
円

川
渓
流

流
の
地
点
か
ら
三
百
メ
ー
ト
ル

小
学
生
以
下
は
千
八
百
円

釣
場

下
流
の
地
点
ま
で
の
区
域

に
じ
ま
す
中
学
生
以
上
は
二
千
三
百
円

小
学
生
以
下
は
千
四
百
円

御
庵
沢

南
ア
ル
プ
ス
市
須
沢
字
古
宮
百

一
日

に
じ
ま
す
中
学
生
以
上
は
二
千
九
百
円

渓
谷
渓

二
十
四
番
地
先
標
柱
一
号
と
同

小
学
生
以
下
は
千
八
百
円

流
釣
場

市
須
沢
字
む
か
い
六
十
三
番
の

乙
地
先
標
柱
二
号
を
結
ぶ
直
線

い
わ
な
及
中
学
生
以
上
は
四
千
百
円

か
ら
同
市
須
沢
山
梨
県
有
林
六

び
や
ま
め
小
学
生
以
下
は
二
千
九
百
円

十
林
班
に
四
小
班
地
先
標
柱
三

の
ル
ア
ー

号
と
同
市
須
沢
山
梨
県
有
林
六

、
フ
ラ
イ

十
四
林
班
い
二
十
三
小
班
地
先

釣
り

標
柱
四
号
を
結
ぶ
直
線
ま
で
の

区
域

半
日

い
わ
な
及
中
学
生
以
上
は
三
千
百
円

び
や
ま
め
小
学
生
以
下
は
千
九
百
円

の
ル
ア
ー

、
フ
ラ
イ

釣
り

十
七

い
わ
な
及
中
学
生
以
上
は
二
千
百
円

時
か

び
や
ま
め
小
学
生
以
下
は
千
三
百
円

ら
十

の
ル
ア
ー

九
時

、
フ
ラ
イ

釣
り

真
木
川

大
月
市
大
月
町
真
木
字
川
原
ザ

一
日

い
わ
な
及
四
千
八
百
六
十
円

渓
流
釣

ス
六
千
六
百
八
十
二
番
地
先
標

び
や
ま
め

場

柱
一
号
と
同
市
大
月
町
字
間
明

野
六
千
四
百
六
十
四
番
地
先
標

に
じ
ま
す
三
千
二
十
円

柱
二
号
を
結
ぶ
直
線
か
ら
同
市

大
月
町
字
佃
六
千
二
百
八
十
六

番
地
先
標
柱
三
号
と
同
市
大
月

町
真
木
字
下
大
久
保
六
千
百
二

十
一
番
地
先
標
柱
四
号
を
結
ぶ

直
線
ま
で
の
区
域

小
俣
川

大
月
市
七
保
町
奈
良
子
棚
本
二

一
日

い
わ
な
及
四
千
八
百
六
十
円

渓
流
釣

百
六
十
三
番
地
先
標
柱
一
号
と

び
や
ま
め

場

同
市
七
保
町
奈
良
子
字
追
出
千

四
百
四
番
地
先
標
柱
二
号
を
結

に
じ
ま
す
三
千
二
十
円

ぶ
直
線
か
ら
同
市
七
保
町
奈
良

子
宝
木
野
七
百
三
番
地
先
標
柱

三
号
と
同
市
七
保
町
奈
良
子
字

菅
沼
八
百
六
番
地
先
標
柱
四
号

を
結
ぶ
直
線
ま
で
の
区
域

栃
代
川

栃
代
川
橋
か
ら
上
流
四
百
メ
ー

一
日

い
わ
な
、
中
学
生
以
上
は
四
千
円

渓
流
釣

ト
ル
ヤ
マ
メ
の
里
振
興
セ
ン
タ

や
ま
め
及
小
学
生
以
下
は
二
千
円

堀
場

ー
取
水
場
ま
で
の
区
域

び
に
じ
ま

す

四
　
遊
漁
承
認
証
に
関
す
る
事
項

１
　
漁
業
権
者
は
、
三
１
の
遊
漁
料
の
納
付
を
受
け
た
と
き
は
、
遊
漁
承
認
証
を
交
付
す
る
も
の
と

す
る
。

２
　
山
梨
県
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
は
、
三
２
の
遊
漁
料
の
納
付
を
受
け
た
と
き
は
、
共
通
遊
漁
承

認
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
遊
漁
承
認
証
及
び
共
通
遊
漁
承
認
証
は
、
他
人
に
貸
与
し
て
は
な
ら
な
い
。

五
　
遊
漁
に
際
し
守
る
べ
き
事
項

１
　
遊
漁
者
は
、
遊
漁
を
す
る
場
合
に
は
、
遊
漁
承
認
証
又
は
共
通
遊
漁
承
認
証
を
携
帯
し
、
漁
場

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
七
十
八
号
　
　
平
成
十
六
年
五
月
二
十
四
日

三
六
二



監
視
員
の
要
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
遊
漁
者
は
、
遊
漁
に
際
し
て
は
、
漁
場
監
視
員
の
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
遊
漁
者
は
、
遊
漁
に
際
し
て
は
、
相
互
に
適
当
な
距
離
を
保
ち
、
他
の
者
の
迷
惑
と
な
る
行
為

を
し
て
は
な
ら
な
い
。

六
　
漁
場
監
視
員
に
関
す
る
事
項

１
　
漁
場
監
視
員
は
、
遊
漁
規
則
の
励
行
に
関
し
て
必
要
な
指
示
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
漁
場
監
視
員
は
、
漁
場
監
視
員
証
を
携
帯
し
、
か
つ
、
漁
場
監
視
員
で
あ
る
こ
と
を
表
示
す
る

腕
章
を
付
け
る
も
の
と
す
る
。

七
　
違
反
者
に
対
す
る
措
置
に
関
す
る
事
項

漁
業
権
者
は
、
遊
漁
者
が
遊
漁
規
則
に
違
反
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
者
に
遊
漁
の
中
止
を
命

じ
、
又
は
以
後
そ
の
者
の
遊
漁
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
遊
漁
者
が
既
に
納
付
し

た
遊
漁
料
の
払
い
戻
し
は
し
な
い
。

八
　
遊
漁
規
則
の
施
行
日

平
成
十
六
年
一
月
一
日

山
梨
県
告
示
第
二
百
四
十
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
土
木
部
建
築
指
導
課
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
位
置

韮
崎
市
富
士
見
ヶ
丘
二
丁
目
二
四
五
番
一
及
び
二
四
八
番
三

二
　
道
路
の
幅
員

最
大
九
・
八
五
メ
ー
ト
ル
　
最
小
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

三
　
道
路
の
延
長

三
〇
・
六
四
七
メ
ー
ト
ル

山
梨
県
告
示
第
二
百
四
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
圃
場
整
備
事
業
（
須
玉
地
区
第
二
工
区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
次
の
と
お
り
関
係
書
類

を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
縦
覧
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
一
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

須
玉
町
役
場

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
十
六
年
六
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
七
月
六
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
二
百
四
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
圃
場
整
備
事
業
（
須
玉
地
区
第
三
工
区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
次
の
と
お
り
関
係
書
類

を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
縦
覧
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
一
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

須
玉
町
役
場

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
十
六
年
六
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
七
月
六
日
ま
で

公
　
　
　
告

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
七
十
八
号
　
　
平
成
十
六
年
五
月
二
十
四
日

三
六
三



平
成
十
六
年
五
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
山
梨
県
行
政
情
報
支
援
機
構

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
内
藤
文
長

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
貢
川
本
町
七
番
三
号

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
行
政
関
係
機
関
と
協
力
し
て
、
広
く
県
民
及
び
法
人
に
対
し
て
行
政
情
報
の
発

信
・
提
供
等
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
情
報
公
開
・
説
明
責
任
を
補
完
・
全
般
的
に
サ
ポ
ー
ト
す

る
こ
と
で
、
広
義
の
地
域
経
済
の
発
展
及
び
産
業
の
振
興
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
六
年
四
月
三
十
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
九
日
ま
で

'

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の

届
出大

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
広
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
十
六

年
九
月
二
十
四
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
　
名
　
又
　
は
　
名
　
称

住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　

ダ
イ
ワ
ロ
イ
ヤ
ル
株
式
会
社
　
代
表
取

東
京
都
台
東
区
上
野
七
丁
目
十
四
番
四
号

締
役
社
長
　
越
智
壯

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
海
株
式
会
社
　
代

静
岡
県
駿
東
郡
長
泉
町
下
長
窪
三
百
三
番
地
一

表
取
締
役
　
内
山
一
美

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
南
ア
ル
プ
ス
ガ
ー
デ
ン

（二）

所
在
地
　
南
ア
ル
プ
ス
市
十
五
所
字
西
原
千
四
百
二
十
三
番
四
他

２
　
変
更
し
た
事
項

変
　
更
　
事
　
項

変
更
後
の
氏
名
又
は
名
称

変
　
更
　
後
　
の
　
住
　
所

大
規
模
小
売
店
舗
を
設

ダ
イ
ワ
ロ
イ
ヤ
ル
株
式
会
社

東
京
都
台
東
区
上
野
七
丁
目
十
四
番

置
す
る
者
の
氏
名
又
は

代
表
取
締
役
社
長
　
越
智
壯

四
号

名
称
及
び
住
所

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
海
株
式
会
静
岡
県
駿
東
郡
長
泉
町
下
長
窪
三
百

社
　
代
表
取
締
役
　
内
山
一
美
三
番
地
一

大
規
模
小
売
店
舗
に
お

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
海
株
式
会
静
岡
県
駿
東
郡
長
泉
町
下
長
窪
三
百

い
て
小
売
業
を
行
う
者

社
　
代
表
取
締
役
　
内
山
一
美
三
番
地
一

の
氏
名
又
は
名
称
及
び

住
所

株
式
会
社
大
創
産
業
　
代
表
取
広
島
県
東
広
島
市
西
条
町
大
字
吉
行

締
役
社
長
　
矢
野
博
丈

字
向
一
番
地
六
十

兼
松
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
八
丁
目
五
番

株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
中
一
号

條
正

株
式
会
社
サ
ン
ド
ラ
ッ
グ
　
代
東
京
都
府
中
市
若
松
町
一
丁
目
三
十

表
取
締
役
　
才
津
達
郎

八
番
地
の
一

株
式
会
社
パ
ス
ポ
ー
ト
　
代
表
東
京
都
品
川
区
西
五
反
田
七
丁
目
二

取
締
役
　
水
野
純

十
二
番
十
七
号

株
式
会
社
エ
ー
ビ
ー
シ
ー
・
マ
東
京
都
渋
谷
区
神
南
一
丁
目
十
一
番

ー
ト
　
代
表
取
締
役
社
長
　
金
五
号

城
正
宏

株
式
会
社
西
松
屋
チ
ェ
ー
ン

兵
庫
県
姫
路
市
飾
東
町
庄
二
百
六
十

代
表
取
締
役
　
大
村
史

六
番
地
の
一

３
　
変
更
の
年
月
日

平
成
十
六
年
四
月
二
十
日

三
　
届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
五
月
七
日

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
七
十
八
号
　
　
平
成
十
六
年
五
月
二
十
四
日

三
六
四



都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
二
項
の
許
可
に
係
る
開
発
の
行
為
に

関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
巨
摩
郡
高
根
町
村
山
西
割
四
二
八
三
の
五
〇
及
び
四
二
八
三
の
二
〇
六

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
台
東
区
雷
門
二
丁
目
二
番
地
六
号
　
宗
教
法
人
Ｇ
Ｌ
Ａ
総
合
本
部
　
代
表
役
員
　
関
芳
郎

'

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条

第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
釜
無
川
右
岸
土
地
改
良
区
連
合
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任

し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
退
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

退
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

石
井
　
丑
蔵

韮
崎
市
神
山
町
鍋
山
一
七
五
九
番
地

平
成
十
六
年
四
月
十
八
日

同

小
野
　
修
一

同
　
　
旭
町
上
条
北
割
二
三
二
六
番
地
同

同

金
丸
敏
範

南
ア
ル
プ
ス
市
野
牛
島
二
〇
五
三
番
地
同

同

石
川
　
豊

同
　
　
　
　
　
小
笠
原
一
五
七
一
―
二
同

番
地

同

清
水
　
茂
敏

同
　
　
　
　
　
百
々
二
九
七
〇
番
地

同

同

秋
山
　
芳
文

韮
崎
市
旭
町
上
条
北
割
六
〇
三
番
地

同

同

武
川
　
文
三

同
　
　
大
草
町
下
条
中
割
七
一
一
―
八
同

番
地

同

杉
山
　
好
幸

南
ア
ル
プ
ス
市
曲
輪
田
新
田
六
〇
三
番
同

地

同

河
西
　
進
一

同
　
　
　
　
　
有
野
七
八
九
番
地

同

同

有
野
　
一

同
　
　
　
　
　
有
野
三
五
〇
番
地

同

同

相
原
　
智
徳

同
　
　
　
　
　
有
野
二
八
三
七
番
地

同

同

中
込
　
嘉
重

同
　
　
　
　
　
飯
野
二
〇
七
五
番
地

同

同

斎
藤
　
辰
雄

同
　
　
　
　
　
沢
登
四
七
一
番
地

同

同

功
刀
　
孝
雄

同
　
　
　
　
　
上
今
井
三
一
九
番
地

同

同

東
條
　
直
道

同
　
　
　
　
　
曲
輪
田
二
五
五
五
番
地
同

同

杉
山
　
正
直

同
　
　
　
　
　
下
一
之
瀬
二
五
―
一
番
同

地

同

小
池
　
正
夫

同
　
　
　
　
　
十
日
市
場
二
〇
一
三
番
同

地

同

市
川
　
元
就

同
　
　
　
　
　
鏡
中
条
四
六
四
番
地

同

同

高
石
　
鷹
雄

同
　
　
　
　
　
湯
沢
九
〇
七
番
地

同

同

西
野
　
速
雄

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
一
七
三
七
番
地
同

同

斎
藤
　
哲
男

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
一
五
八
番
地

同

監
　
事

五
味
　
●
孝

同
　
　
　
　
　
吉
田
二
九
番
地

同

同

竹
野
　
富
夫

同
　
　
　
　
　
下
今
諏
訪
三
七
番
地

同

同

飯
野
　
孝
寛

同
　
　
　
　
　
飯
野
新
田
七
四
〇
番
地
同

二
　
就
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

就
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

石
井
　
丑
蔵

韮
崎
市
神
山
町
鍋
山
一
七
五
九
番
地

平
成
十
六
年
四
月
十
九
日

同

河
西
　
進
一

南
ア
ル
プ
ス
市
有
野
七
八
九
番
地

同

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
七
十
八
号
　
　
平
成
十
六
年
五
月
二
十
四
日

三
六
五



同

斎
藤
　
辰
雄

同
　
　
　
　
　
沢
登
四
七
一
番
地

同

同

石
川
　
豊

同
　
　
　
　
　
小
笠
原
一
五
七
一
│
二
同

番
地

同

小
野
　
修
一

韮
崎
市
旭
町
上
条
北
割
二
三
二
六
番
地
同

同

金
丸
　
敏
範

南
ア
ル
プ
ス
市
野
牛
島
二
〇
五
三
番
地
同

同

清
水
　
茂
敏

同
　
　
　
　
　
百
々
二
九
七
〇
番
地

同

同

高
左
右
幹
雄

韮
崎
市
円
野
町
入
戸
野
一
一
一
三
番
地
同

同

秋
山
　
芳
文

同
　
　
旭
町
上
条
北
割
六
〇
三
番
地

同

同

中
沢
　
将

南
ア
ル
プ
ス
市
百
々
一
三
一
一
番
地

同

同

有
野
　
一

同
　
　
　
　
　
有
野
三
五
〇
番
地

同

同

相
原
　
智
徳

同
　
　
　
　
　
　
　
二
八
三
七
番
地

同

同

中
込
　
嘉
重

同
　
　
　
　
　
飯
野
二
〇
七
五
番
地

同

同

功
刀
　
孝
雄

同
　
　
　
　
　
上
今
井
三
一
九
番
地

同

同

東
條
　
直
道

同
　
　
　
　
　
曲
輪
田
二
五
五
五
番
地
同

同

杉
山
　
正
直

同
　
　
　
　
　
下
一
之
瀬
二
五
│
一
番
同

地

同

小
池
　
正
夫

同
　
　
　
　
　
十
日
市
場
二
〇
一
三
番
同

地

同

市
川
　
元
就

同
　
　
　
　
　
鏡
中
条
四
六
四
番
地

同

同

高
石
　
鷹
雄

同
　
　
　
　
　
湯
沢
九
〇
七
番
地

同

同

西
野
　
速
雄

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
一
七
三
七
番
地
同

同

中
込
　
量

同
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
五
〇
番
地
同

監
　
事

五
味
　
●
孝

同
　
　
　
　
　
吉
田
二
九
番
地

同

同

竹
野
　
富
夫

同
　
　
　
　
　
下
今
諏
訪
三
七
番
地

同

同

加
賀
爪
満
冶

韮
崎
市
清
哲
町
青
木
一
四
一
四
番
地

同

'

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
野
牛

島
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
つ
た
。

平
成
十
六
年
　
五
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
退
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

退
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

齋
藤
　
哲
雄

南
ア
ル
プ
ス
市
野
牛
島
一
五
八
番
地

平
成
十
六
年
四
月
三
日

同

向
山
　
尊
金

同
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
四
三
│
三
同

四
番
地

同

三
枝
　
正
輝

同
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
三
七
│
五
同

番
地

同

清
水
　
脩

同
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
八
〇
番
地
同

同

大
柴
　
義
秀

同
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
六
三
番
地
同

同

篠
原
　
幸
一

同
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
五
四
番
地
同

同

中
島
　
竹
男

同
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
二
六
番
地
同

同

市
川
　
利
徳

同
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九
〇
番
地
同

同

飯
室
　
治

同
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
〇
二
番
地
同

同

藤
巻
　
弥

同
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九
七
番
地
同

同

藤
巻
　
孝
也

同
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
六
八
番
地
同

同

藤
巻
　
直
巳

同
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
四
七
番
地
同

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
七
十
八
号
　
　
平
成
十
六
年
五
月
二
十
四
日

三
六
六



同

清
水
　
肇

同
　
　
　
　
　
六
科
一
五
三
七
番
地

同

同

小
沢
　
啓

同
　
　
　
　
　
上
高
砂
一
五
三
一
番
地
同

同

清
水
　
元

同
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
〇
番
地
同

同

西
野
　
修
弘

同
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
八
番
地

同

監
　
事

藤
巻
　
欣
一

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
一
〇
四
八
番
地
同

同

藤
巻
　
勤

同
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
七
五
番
地
同

同

金
子
　
一

同
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
八
六
番
地
同

二
　
就
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

就
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

中
込
　
量

南
ア
ル
プ
ス
市
野
牛
島
二
一
五
〇
番
地
平
成
十
六
年
四
月
三
日

同

中
島
　
元
男

同
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
七
四
―
一
同

番
地

同

大
芝
　
政
則

同
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
三
四
番
地
同

同

中
島
　
利
夫

同
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
八
八
番
地
同

同

桜
本
　
勝
二

同
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
八
二
番
地
同

同

齋
藤
　
俊
明

同
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
二
四
番
地
同

同

大
芝
　
久
文

同
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
七
五
番
地
同

同

中
島
　
清
仁

同
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
四
〇
番
地
同

同

中
島
　
皓

同
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九
六
番
地
同

同

中
島
　
久
元

同
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
五
五
番
地
同

同

中
島
　
紀
義

同
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
一
九
番
地
同

同

藤
巻
　
信
行

同
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
五
〇
番
地
同

同

笹
本
　
徹
也

同
　
　
　
　
　
六
科
一
五
四
七
番
地

同

同

小
沢
　
武
徳

同
　
　
　
　
　
上
高
砂
一
〇
八
九
番
地
同

同

西
野
　
速
雄

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
一
七
三
七
番
地
同

同

西
野
　
亘

同
　
　
　
　
　
上
高
砂
九
〇
七
番
地

同

監
　
事

齋
藤
　
哲
男

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
一
五
八
番
地

同

同

向
山
　
尊
金

同
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
四
三
―
三
同

四
番
地

同

三
枝
　
正
輝

同
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
三
七
―
五
同

番
地

'

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
徳
島

堰
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
退
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

退
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

内
藤
　
静
男

韮
崎
市
清
哲
町
折
居
八
一
七
番
地

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

同

加
賀
爪
萬
治

同
　
　
　
　
　
青
木
一
四
一
四
番
地

同

同

根
岸
　
清
幸

同
　
　
神
山
町
北
宮
地
一
〇
八
一
番
地
同

同

鈴
木
　
正
臣

同
　
　
旭
町
上
條
北
割
一
〇
四
〇
番
地
同

同

山
本
　
義
清

同
　
　
　
　
上
條
南
割
二
〇
三
一
番
地
同

同

武
川
　
文
三

同
　
　
大
草
町
下
条
中
割
七
一
一
番
地
同

八

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
七
十
八
号
　
　
平
成
十
六
年
五
月
二
十
四
日

三
六
七



同

中
澤
　
基
治

南
ア
ル
プ
ス
市
在
家
塚
一
二
〇
一
番
地
同

同

杉
山
　
好
幸

同
　
　
　
　
　
曲
輪
田
新
田
六
〇
三
番
同

地

同

有
野
　
長
雄

同
　
　
　
　
　
有
野
一
二
九
五
番
地

同

監
　
事

堀
内
　
等

韮
崎
市
旭
町
上
條
南
割
三
〇
二
〇
番
地
同

二

同

若
尾
　
光

南
ア
ル
プ
ス
市
在
家
塚
一
七
九
八
番
地
同

二

同

飯
野
　
孝
寛

同
　
　
　
　
　
飯
野
新
田
七
四
〇

同

二
　
就
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

就
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

三
枝
　
小
枝

韮
崎
市
清
哲
町
青
木
二
一
二
七
番
地

平
成
十
六
年
四
月
一
日

同

小
林
　
賢
英

同
　
　
　
　
　
樋
口
二
七
二
番
地

同

同

功
刀
　
絋

同
　
　
神
山
町
武
田
二
二
五
番
地

同

同

米
山
　
秀
文

同
　
　
旭
町
上
條
北
割
三
九
〇
七
番
地
同

一

同

功
刀
　
泰
明

同
　
　
　
　
上
條
南
割
二
四
六
〇
番
地
同

同

中
込
　
一
郎

同
　
　
大
草
町
下
条
中
割
五
七
四
番
地
同

同

若
尾
　
光

南
ア
ル
プ
ス
市
在
家
塚
一
七
九
八
番
地
二
同

同

飯
野
　
孝
寛

同
　
　
　
　
　
飯
野
新
田
七
四
〇
番
地
同

同

河
西
　
久
夫

同
　
　
　
　
　
有
野
六
一
五
番
地

同

監
　
事

加
賀
爪
萬
治

韮
崎
市
清
哲
町
青
木
一
四
一
四
番
地

同

同

山
本
　
利
一

同
　
　
旭
町
上
條
南
割
一
九
八
九
番
地
同

同

矢
崎
　
静
夫

南
ア
ル
プ
ス
市
六
科
六
〇
九
番
地
一

同

同

清
水
　
静
雄

同
　
　
　
　
　
百
々
一
〇
八
八
番
地

同

'

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
新
府

土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
退
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

退
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

山
田
　
武
三

韮
崎
市
中
田
町
中
条
二
九
四
六
番
地

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

同

保
坂
　
義
朝

同
　
　
　
　
　
　
　
八
三
八
番
地

同

同

守
屋
　
正
巳

同
　
　
穴
山
町
二
八
〇
九
番
地

同

同

大
久
保
定
義

同
　
　
　
　
　
三
九
一
三
番
地

同

監
　
事

山
本
　
雄
次

同
　
　
旭
町
上
条
南
割
一
九
八
五
番
地
同

二
　
就
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

就
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

坂
本
　
源

韮
崎
市
中
田
町
中
条
二
〇
六
六
番
地

平
成
十
六
年
四
月
一
日

同

広
瀬
　
勝
典

同
　
　
　
　
　
　
　
七
五
一
番
地

同

同

守
屋
　
敬
三

同
　
　
穴
山
町
二
八
〇
九
番
地

同

同

三
井
　
富
雄

同
　
　
　
　
　
三
〇
九
八
番
地

同

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
七
十
八
号
　
　
平
成
十
六
年
五
月
二
十
四
日

三
六
八


